
中
国
帆
船
が
中
国
大
陸
沿
海
か
ら
広
大
な
海
域
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
、

様
々
な
記
録
か
ら
知
ら
れ
る
。
中
国
の
航
連
史
に
お
い
て
帆
船
の
活
動
し
た
時

代
は
長
く
、
十
九
世
紀
に
汽
船
が
出
現
す
る
ま
で
長
い
歴
史
を
保
持
し
て
き
た

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

目

緒

言

次

一

緒

言

二
明
代
帆
船
の
航
海
記
録

H

鄭
和
の
航
海
記
録
⇔
海
禁
下
の
日
本
貿
易
船
の
航
跡

曰
琉
球
へ
の
封
舟
の
航
海
記
録

―
―
―
清
代
帆
船
の
航
海
記
録

日
「
指
南
正
法
」
に
見
る
航
海
記
録
⇔
漂
着
船
の
記
述

曰
長
崎
貿
易
船
の
漂
着
固
琉
球
漂
着
の
中
国
帆
船

国
台
湾
海
峡
の
航
海
記
録
肉
朝
鮮
へ
漂
着
し
た
記
録

⇔
豊
利
船
「
日
記
備
査
」
け
中
国
新
聞
に
見
る
帆
船
の
航
海
記
録

g

『
政
治
官
報
』
に
見
る
中
国
商
船
の
漂
着
記
事

四

小

結 中

国

帆

船

の

航

海

記

録

の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
活
動
事
例
を
知
る
こ
と
は
、
各
船
の
航
海
日
誌
な

ど
の
航
海
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
調
査
は
因
難
で
あ
る
。

中
国
か
ら
海
外
諸
国
に
渡
航
し
た
際
の
記
録
、
た
と
え
ば
宋
代
の
趙
汝
造
の

(
1
)
 

『
諸
蕃
志
』
巻
上
、
占
城
國
の
条
に
「
自
泉
州
至
本
闊
順
風
舟
行
二
十
余
程
。
」

と
中
国
の
福
建
の
港
市
泉
州
よ
り
出
港
し
て
目
的
地
の
占
城
の
港
市
ま
で
の
航

海
日
数
が
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
て
、
航
海
上
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る

航
海
日
誌
等
に
該
当
す
る
も
の
は
皆
無
に
近
い
。
し
か
し
航
海
の
指
針
書
に
当(2) 

た
る
「
海
道
針
経
」
た
る
「
順
風
相
送
」
や
「
指
南
正
法
」
等
の
貴
重
な
記
録

が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
航
海
日
誌
に
あ
た
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
は
後
述
し
た
い
。
こ
の
他
、
清
代
以
降
は
朝
鮮
半
島
、
日
本
列
島
、
琉
球
列

島
に
漂
着
し
た
中
国
船
の
航
海
記
録
が
比
較
的
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
活
動
の

記
録
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
り
わ
け
『
明
清
史
料
』
、
『
同
文
彙
考
』
、

(
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『
備
邊
司
謄
録
』
、
『
歴
代
賓
案
』
な
ど
に
見
え
る
中
国
船
の
漂
着
記
録
は
、

漂
着
地
で
の
取
り
調
が
中
心
で
あ
る
が
、
中
国
帆
船
の
航
海
記
録
を
知
る
手
が

か
り
を
与
え
、
少
な
い
航
海
記
録
の
欠
を
補
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

松

浦

章



け
本
稿
で
は
、
管
見
の
範
囲
で
知
り
得
た
中
国
帆
船
の
航
海
記
録
に
関
係
す
る

資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
帆
船
の
世
界
を
垣
間
み
た
い
。

明
代
帆
船
の
航
海
記
録

鄭
和
の
航
海
記
録

明
代
に
お
け
る
最
大
の
航
海
は
世
界
史
上
に
お
い
て
も
著
名
な
永
楽
帝
に
よ

る
鄭
和
を
西
洋
諸
国
に
派
遣
し
た
こ
と
に
勝
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
随
行

し
た
馬
歓
の
『
謳
涯
勝
覧
』
の
諸
番
国
の
最
初
に
出
て
く
る
占
城
国
の
条
に

「
其
園
（
中
略
）
在
廣
東
海
南
大
海
之
南
、
自
福
建
福
州
府
長
楽
縣
五
虎
門
開

船
、
往
西
南
行
、
好
風
十
日
可
到
、
其
國
南
連
真
朧
」
と
あ
り
、
費
信
の
『
星

槌
勝
覧
』
の
占
城
園
の
条
に
「
永
楽
七
年
（
中
略
）
十
二
月
福
建
五
虎
門
開
洋
、

張
十
二
帆
、
順
風
十
査
夜
到
占
城
國
」
と
記
し
、
翠
珍
の
『
西
洋
番
國
誌
』
の

占
城
國
は
『
瀬
涯
勝
覧
』
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
様
に
「
占
城
國
（
中
略
）
在
廣
東

大
海
之
南
、
自
福
建
長
楽
縣
五
虎
門
開
船
、
往
西
南
行
、
好
風
十
日
可
至
、
其

國
南
達
真
臓
」
と
記
し
て
、
何
れ
も
中
国
の
福
建
か
ら
占
城
國
ま
で
の
航
海
日

数
を
若
干
記
す
の
み
で
あ
る
。
茅
瑞
徴
の
『
皇
明
象
脊
録
』
巻
一
の
琉
球
に

「
琉
球
國
居
海
島
中
、
直
福
建
泉
州
之
東
、
自
長
楽
梅
花
所
開
洋
、
風
利
可
七

豊
夜
至
、
距
福
寧
・
温
台
亦
頗
近
」
と
あ
る
程
度
で
、
さ
ら
に
詳
細
な
航
海
記

録
は
何
れ
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
記
録
に
対
し
て
鄭
和
の
大
航
海
に
お
い
て
具
体
的
航
海
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
鄭
和
大
航
海
の
帆
船
の
航
海
記
録
の
具
体
的
実
例
は
、
『
紀
録

彙
編
』
巻
二
百
二
所
収
の
祝
允
明
の
「
前
聞
記
」
下
西
洋
に
見
え
る
。
こ
れ
は

里
程

鄭
和
が
宣
徳
五
年
(
-
四
三

O
)
か
ら
宣
徳
八
年
(
-
四
一
―
―
―
―
-
）
に
派
遣
さ
れ

た
際
の
航
海
記
録
で
あ
る
。
こ
の
記
録
は
、
こ
の
時
に
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
題

本
か
ら
抽
出
さ
れ
た
記
事
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
極
め
て
正
確
な
航
海
記
録
と

し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

下
西
洋

永
葉
中
、
遣
官
軍
下
西
洋
者
膜
突
、
嘗
時
使
人
有
著
蘊
涯
一
覧
、
及
星
槌

勝
覧
二
書
、
以
記
異
問
突
。
今
得
宣
徳
中
一
事
、
漫
記
其
概
゜

題
本
、
文
多
不
録
。

人
数

官
校
、
旗
軍
、
火
長
、
舵
エ
、
班
碇
手
、
通
事
、
絣
事
、
書
算
手
、
瞥
士
、

鐵
錨
、
木
念
、
搭
材
等
匠
、
水
手
、
民
梢
人
等
、
共
二
萬
七
千
五
百
五
十

員
名
。

宣
徳
五
年
閏
十
二
月
六
日
龍
湾
開
船
、
十
日
、
到
徐
山
、
打
園
。
二
十
日
、

出
附
子
門
、
二
十
一
日
、
到
劉
家
港
。
六
年
二
月
十
六
日
、
到
長
楽
港
。

十
一
月
十
二
日
、
到
福
斗
山
。
十
二
月
九
日
、
出
五
虎
門
、
行
十
六
日
。

二
十
四
日
、
到
占
城
。
七
年
正
月
十
一
日
、
開
船
、
行
二
十
五
日
。

1

一月

六
日
、
到
爪
哩
、
斯
魯
馬
益
。
六
月
十
六
日
、
開
船
、
行
十
一
日
。
二
十

七
日
、
到
奮
港
。
七
月
一
日
、
開
船
、
行
七
日
。
八
日
、
到
満
刺
加
。
八

月
八
日
、
開
船
、
行
十
日
。
十
八
日
、
到
蘇
門
答
剌
。
十
月
十
日
、
開
船
、

行
三
十
六
日
。
十
一
月
六
日
、
到
錫
蘭
山
、
別
羅
里
。
十
日
開
船
、
行
九



船
名

(
5
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大
八
櫓
、
1

1

八
櫓
之
類
。

船
琥

如
清
和
、
恵
康
、
長
寧
、
安
演
、
清
遠
之
類
、
又
有
数
序
一
、
二
等
琥
゜

日
。
十
八
日
、
到
古
里
國
。
二
十
二
日
、
開
船
、
行
―
―
―
十
五
日
。
十
二
月

二
十
六
日
、
到
魯
乙
忽
誤
斯
。
八
年
二
月
十
八
日
、
開
船
回
洋
、
行
二
十

三
日
。
一
＿
一
月
十
一
日
、
到
古
里
。
二
十
日
、
大
綜
船
回
洋
、
行
十
七
日
。

四
月
六
日
、
到
蘇
門
答
剌
。
十
二
日
、
開
船
、
行
九
日
。
二
十
日
、
到
満

刺
加
。
五
月
十
日
、
回
到
毘
播
洋
。
二
十
三
日
、
到
赤
攻
。
二
十
六
日
、

到
占
城
。
六
月
一
日
、
開
船
、
行
二
日
。
＿
―
-
日
、
到
外
羅
山
。
九
日
、
見

南
澳
山
。
十
日
晩
、
望
見
望
郎
回
山
。
六
月
十
四
日
、
到
暗
頭
洋
。
十
五

日
、
到
碗
嶼
。
二
十
日
、
過
大
小
赤
。
二
十
一
日
、
進
太
倉
。
後
程
不
録
。

七
月
七
日
、
到
京
。
十
一
月
、
関
錫
奨
衣
賓
紗
゜

こ
の
鄭
和
の
下
西
洋
に
関
す
る
記
録
は
停
泊
地
や
同
地
で
の
入
港
、
出
港
と

考
え
ら
れ
る
年
月
日
を
中
国
の
出
港
か
ら
帰
国
ま
で
具
体
的
に
記
し
て
お
り
、

明
代
に
お
い
て
は
重
要
な
航
海
記
録
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
に
こ

の
記
録
の
よ
う
に
詳
細
に
年
月
日
ま
で
記
し
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
後
述

の
明
代
の
琉
球
国
冊
封
使
の
残
し
た
記
録
で
あ
る
「
使
琉
球
録
」
以
外
に
は
余

り
見
ら
れ
な
い
。

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

⇔
]
海
禁
下
の
日
本
貿
易
船
の
航
跡

王
在
晋
の
『
越
鍋
』
巻
ニ
―
に
よ
れ
ば
、
萬
暦
年
間
の
こ
と
と
し
て
福
建
省

の
福
清
の
人
林
清
は
長
楽
県
の
船
舶
所
有
者
で
あ
る
船
戸
の
王
厚
と
大
型
海
船

を
造
船
し
て
、
鄭
松
と
王
一
を
や
と
っ
て
航
海
士
に
あ
た
る
把
舵
と
し
て
鄭
七
、

林
成
ら
を
下
級
船
員
の
水
手
と
し
、
さ
ら
に
金
士
山
と
黄
承
燦
を
銀
匠
と
し
た
。

李
明
は
航
路
に
詳
し
い
の
で
案
内
人
と
し
、
陳
華
は
倭
語
（
日
本
語
）
に
詳
し

い
の
で
通
事
と
し
て
、
紗
羅
、
紬
絹
、
布
匹
、
白
砂
糖
、
磁
器
、
果
品
、
香
木

の
扇
子
や
櫛
、
縫
い
針
、
紙
な
ど
を
満
載
し
て
日
本
に
行
き
、
交
易
で
得
た
日

本
産
の
銀
を
船
上
で
銀
匠
が
溶
解
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
て
出
港
し
て
い
る
。

こ
の
記
述
は
当
時
の
海
外
貿
易
に
お
け
る
船
舶
運
営
の
具
体
的
様
相
を
示
し
て

い
る
と
と
も
に
、
こ
の
中
に
、
「
六
月
初
二
日
、
開
洋
至
五
島
、
而
投
倭
牙
五

(7) 

官
六
官
」
と
航
海
記
録
の
一
端
が
見
ら
れ
る
。

琉
球
へ
の
封
舟
の
航
海
記
録

中
国
と
特
定
地
域
の
航
海
記
録
を
知
る
実
例
と
し
て
は
、
明
清
時
代
の
中
国

と
琉
球
の
関
係
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
特
に
中
国
か
ら
琉
球
に
冊
封
使
と
し

て
派
遣
さ
れ
た
人
々
が
記
し
た
記
録
い
わ
ゆ
る
使
琉
球
録
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
使
節
は
封
舟
と
呼
称
さ
れ
た
中
国
船
に
搭
乗
し
て
福
建
か
ら
琉
球
に
渡
り
、

(
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琉
球
国
王
を
冊
封
し
て
ま
た
封
舟
で
福
建
に
戻
っ
て
い
る
。
各
使
節
が
残
し
た

記
録
を
一
般
に
「
使
琉
球
録
」
と
略
称
さ
れ
て
い
る
。
各
使
琉
球
録
に
は
「
使

事
」
等
の
記
録
が
あ
り
、
福
建
か
ら
琉
球
へ
の
、
ま
た
琉
球
か
ら
福
建
へ
の
往

復
の
航
海
記
録
に
関
す
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
列
記
す
る
と
下

筈



日

杜
天
使
冊
封
琉
球
真
記
奇
観

杜

三

策

楊

楡

崇

禎

六

年

ニ

ハ

＝

＝

―

-

年

崇
禎
六
年
六
月
初
四
日
出
海
、
八
日
過
姑
米
山
、
十
二
日
至
那
覇

胡
靖

十
月
二
十
一
日
出
海
、
十
一
月
初
一
日
到
五
虎
門

萬
暦
三
四
年

萬
暦
三
十
三
年
五
月
二
十
四
日
出
海
、
六
月
初
一
日
至
那
覇

海
行
―
一
日

海
行
九

続
琉
球
国
志
略

続
琉
球
国
志
略

趙

新

同
治
五
年

斉

鯖

王
士
禎

嘉
慶
五
年
十
月
十
五
日
登
舟
、
二
十
日
出
那
覇
港
、
十
一
月
初
三
日
到
福
州
。

海
行
十
―
―
―
詞
゜

費
錫
章

子
光
甲

嘉
慶
二
二
年

一
八

0
八
年

一
八
六
六
年

使

琉

球

録

夏

子

陽

一
六

0
六
年

海
行
八
日

十
月
二
十
四
日
出
海
、
十
一
月
初
二
日
到
定
海
所
（
福
州
）

海
行
九
日

(12) 

乾
隆
二
十
二
年
正
月
三
十
日
開
洋
、
二
月
十
三
日
進
五
虎
門
海
行
一
四
日

日

（
開
洋
以
後
二
八
日
）

海
行
一
四

蓋
崇
業

謝

十
月
十
八
日
出
那
覇
、
二
十
九
日
至
五
虎
門
（
福
州
）

使
琉
球
使
の
航
海
記
録

使

琉

球

録

嘉

靖

一

三

年

嘉
靖
十
三
年
五
月
初
八
日
出
海
ー
ニ
十
五
日
至
那
覇
港

九
月
二
十
日
出
那
覇
、
二
十
八
日
至
定
海
所
（
福
州
）

郭
汝
林

李
際
春

一
五
三
四
年

海
行
一
八
日

使

琉

球

録

嘉

靖

四

二

年

一

五

六

二

年

嘉
靖
四
十
一
年
五
月
二
十
二
日
出
海
、
閏
五
月
初
九
日
至
那
覇
港
海
行
一

海
行
―
―
日

使

琉

球

録

窓

萬

暦

七

年

萬
暦
八
年
五
月
五
月
二
十
二
日
出
海
、
六
月
初
五
日
至
那
覇
港 一

五
七
九
年

使

琉

球

紀

王

康
熙
二
年
六
月
初
七
日
出
海
、
二
十
五
日
到
那
覇

十
一
月
十
四
日
出
海
、
二
十
四
日
至
五
虎
門
（
福
州
）

使

琉

球

雑

録

江

林

麟

娼

康

熙

二

二

年

康
熙
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日
出
海
、
二
十
六
日
到
那
覇

十
一
月
二
十
四
日
出
海
、
十
二
月
初
四
日
至
定
海
所

中
山
伝
信
録

海
行
―
一
日

康
熙
二
年海

行
一
九
日

海
行
―
―
日

徐

裸

光

一

七

一

九

年

康
熙
五
十
八
年
五
月
二
十
一
日
出
海
、
六
月
初
一
日
至
那
覇
港
海
行
八
日

康
煕
五
十
九
年
二
月
十
六
日
那
覇
開
洋
、
三
十
日
進
五
虎
門
海
行
―
四
酎

琉

球

国

志

略

全

魁

煽

乾

隆

ニ

―

年

一

七

五

六

年

乾
隆
二
十
一
年
六
月
初
十
日
出
五
虎
門
、
十
三
日
姑
米
山
、
十
七
、
十
八
日

逆
風
、
二
十
一
日
ー
ニ
十
四
日
暴
風
、
…
…
七
月
初
八
日
至
那
覇
港
。

使

琉

球

記

趙

文

楷

李

鼎

元

嘉

慶

五

年

一

八

0
0年

嘉
慶
五
年
五
月
朔
日
登
舟
、
初
七
日
開
洋
、
十
二
日
那
覇
港
。
海
行
六
日
。

周

一
日

海

賓

康
熙
五
八
年

海
行
七
日

陳

侃

高

澄

揖

一
六
八
三
年

海
行
―
―
―
日

(10) 

海
行
―
一
日

使
録
名

正
使

副
使

派

遣

年

張
学
礼

核

(
9
)
 

記
の
よ
う
に
な
る
。

十
一
月
初
九
日
出
海
、
十
九
日
到
五
虎
門
（
福
州
）

四

一
六
六
三
年



言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「大

「
長
崎
往
咬
留
把
日
涅
」
は
己
丑
年
の
も
の
で
康
煕
四
十
八
年
(
-
七

0

崎
往
咬
留
咆
日
清
」
、

(14) 

長
崎
正
月
丁
丑
年
」

が
航
海
記
録
に
該
当
す
る
。
最
初
の

清
代
帆
船
の
航
海
記
録

「
指
南
正
法
」
に
見
る
航
海
記
録

向
達
氏
が
紹
介
さ
れ
た
「
指
南
正
法
」
の
中
に
、
航
海
日
誌
に
当
た
る
も
の

が
見
ら
れ
る
。
向
達
氏
は
こ
の
書
の
成
立
を
康
熙
末
年
即
ち
十
八
世
紀
の
初
め

と
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
「
退
羅
往
長
崎
日
清
」
、
「
咬
留
咆
回
長
崎
日
清
」
、
「
長

「
咬
留
把
往
豪
湾
日
清
」
、
「
大
泥
回
長
崎
日
清
」
、

清
」
は
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

記
録
で
あ
る
。中

国
帆
船
の
航
海
記
録

「
逼
羅
往
長
崎
日

五
月
二
十
一
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
の

「
咬
留
杷
回
長
崎
日
清
」
は
乙
丑
年
と
あ
る
か
ら
康
熙
二
十
四

年
（
ニ
ハ
八
五
）
の
も
の
で
四
月
二
八
日
か
ら
六
月
一
四
日
ま
で
の
記
録
で
あ

る。九
）
の
も
の
と
思
わ
れ
十
一
月
九
日
か
ら
十
二
月
十
日
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。

「
咬
留
咆
往
憂
湾
日
清
」
は
辛
卯
年
と
あ
る
か
ら
康
煕
五
十
年
(
-
七
―
-
）

の
も
の
と
思
わ
れ
四
月
二
二
日
か
ら
五
月
一
四
日
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。

泥
回
長
崎
日
清
」
は
戊
子
と
あ
る
か
ら
康
熙
四
十
七
年
（
一
七

0
七
）
の
も
の

「
往
長
崎
正

と
思
わ
れ
五
月
一
六
日
か
ら
六
月
一
九
日
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。

月
丁
丑
年
」
は
丁
丑
年
と
あ
る
か
ら
康
熙
―
―
―
十
六
年
（
一
六
九
七
）
正
月
の
も

(15) 

の
と
考
え
ら
れ
初
一
日
か
ら
初
五
日
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。
最
後
の
も
の
を
除

け
ば
い
ず
れ
も
「
日
清
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
中
国
の
最
初
の
航
海
日
誌
と 「

往

日

五

⇔
漂
着
船
の
記
述

江
南
の
沿
海
商
船
の
源
泰
号
の
航
跡
を
知
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
日
本
に
漂
着
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
が
、
中
国
の
記
録
に
見
え
る
数
少
な
い

例
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
光
二
三
〔
一
八
四
一
―
―
〕
年
刊
の
鄭
光
祖
輯
の
『
一
斑
録

(16)

（

17) 

雑
述
』
巻
一
の
「
漂
泊
異
城
」
に
見
え
る
。

江
蘇
省
の
白
茄
口
の
張
壁
の
東
に
張
用
和
と
言
う
者
が
い
た
。
彼
の
家
は
代

々
航
運
業
を
営
み
、
毎
年
関
東
方
面
特
に
牛
荘
や
山
東
特
に
膠
州
・
登
州
方
面

に
船
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
張
氏
所
有
の
船
舶
が
道
光
―
―
-
（
一
八
二
二
）
年
海

難
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
船
は
、
「
有
一
船
琥
源
泰
、
已
至
山
東
・
莱
陽

銅
貨
、
又
置
豆
餅
・
羊
皮
•
水
黎
等
貨
、
而
返
遭
腿
、
倒
抱
太
平
藍
。
」
と
あ
る

よ
う
に
、
船
号
を
源
泰
を
言
っ
た
。
源
泰
号
は
山
東
の
莱
陽
へ
行
き
貿
易
し
た

と
あ
る
が
、
莱
陽
は
山
東
半
島
の
中
部
に
位
置
す
る
か
ら
、
港
は
上
級
府
で
港

の
あ
る
登
州
へ
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
源
泰
号
が
山
東
で
購
入
し
た
の
は

豆
餅
や
羊
皮
や
水
黎
等
の
貨
物
で
、
そ
れ
ら
を
積
み
込
み
帰
帆
す
る
際
に
腿
風

に
遭
遇
し
漂
流
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五
日
後
、
源
泰
号
は
あ
る
地
に
漂
着
し
た
。

乗
組
員
が
上
陸
し
た
と
こ
ろ
、
「
異
言
異
服
者
緊
、
而
観
意
殊
不
悪
、
旋
有
知
事

国
と
は
異
り
、

者
至
、
其
赤
足
同
衆
、
而
衣
服
有
別
、
意
気
亦
異
、
殆
猶
中
土
守
港
口
之
千
把

総
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
々
が
集
ま
っ
て
き
た
。
彼
等
の
言
語
・
服
装
も
中

し
か
し
敵
意
は
見
ら
れ
無
か
っ
た
。
そ
の
後
、
知
事
ら
し
き
当

地
の
役
人
が
来
た
。
彼
は
他
の
人
々
と
は
服
装
も
異
り
、
別
の
雰
囲
気
を
持
っ

て
い
た
。
中
国
の
海
口
を
守
備
す
る
千
総
の
よ
う
な
役
人
の
よ
う
に
見
え
た
。

源
泰
号
の
乗
組
員
は
言
葉
が
通
じ
な
い
の
で
筆
談
し
て
い
る
。

「
舟
人
以
筆
、



筈

そ
の
後
、

寓
高
麗
・
琉
球
・
呂
宋
等
琥
輿
認
、
彼
皆
揺
手
、
及
寓
日
本
、
乃
首
肯
。
因
寓

我
中
土
郡
縣
地
名
示
之
。
」
源
泰
号
の
乗
組
員
は
筆
で
高
麗
、
琉
球
、
呂
宋
と

書
い
て
知
事
ら
し
き
人
物
に
示
し
た
が
手
を
揺
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
日
本
と
書

く
に
及
ん
で
初
め
て
頷
い
た
。
そ
し
て
、
源
泰
号
の
乗
組
員
は
自
分
た
ち
の
郷

里
の
地
名
を
記
し
て
彼
に
示
し
た
。
「
頃
又
有
通
事
者
至
、
暑
能
通
語
、
称
吾

人
為
小
唐
人
、
令
将
船
再
行
、
而
入
至
一
大
鎮
、
名
突
刺
浦
、
停
泊
云
。
此
地

去
王
都
八
姑
、
已
為
奏
聞
突
。
」
し
ば
ら
く
し
て
、
通
事
が
源
泰
の
乗
組
員
の

所
に
来
た
。
通
事
は
中
国
語
に
通
じ
て
お
り
、
乗
組
員
を
「
小
唐
人
」
呼
ん
だ
。

源
泰
号
は
再
び
航
行
し
、
突
刺
浦
と
言
う
所
に
停
泊
し
た
の
で
あ
る
。
同
地
か

ら
支
配
者
の
都
市
ま
で
八
姑
離
れ
た
地
点
で
あ
っ
て
、
既
に
源
泰
号
の
漂
着
は

報
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
源
泰
号
が
漂
着
し
た
地
名
は
明
確
で
は
な
い
が
、
直

ち
に
通
事
が
来
た
こ
と
か
ら
九
州
の
薩
摩
藩
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
薩
摩
藩

は
、
江
戸
時
代
以
前
よ
り
中
国
と
の
関
係
が
あ
り
中
国
語
の
通
事
を
養
成
し
て

(18) 

い
た
か
ら
で
あ
る
。
源
泰
号
の
漂
着
の
地
か
ら
「
王
都
」
ま
で
八
姑
と
言
う
距

離
は
日
本
の
街
道
の
宿
駅
の
数
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
源
泰
号
は
、

長
崎
に
行
き
「
尋
海
道
回
家
、
四
年
五
月
初
旬
也
」

（
一
八
二
四
年
）
五
月
初
旬
に
帰
国
し
て
い
る
。

と
道
光
四
年

漂
着
地
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
日
本
に
漂
着
し
た
こ
と
は
歴
然

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
中
国
の
資
料
に
記
録
さ
れ
た
数
少
な
い
例
で
あ
る
。

長
崎
貿
易
船
の
漂
着

さ
ら
に
、
長
崎
に
来
航
す
る
予
定
の
貿
易
船
が
日
本
の
各
地
や
、
ま
た
中
国

一
六
八
六

一
六
八

一
六
八

貞

亨

康

熙

ニ

ニ

属

門

船

対

馬

に

漂

着

華
巻
七
／
通
正
編
巻
二

0
五

台
湾
船
天
草
に
漂
着
／
長
崎
か
ら
の
帰
帆
途
上

華
夷
変
態
（
以
下
華
と
略
す
）
巻
七
／
通
正
編
巻
ニ
―
五

天

和

康

熙

二

0

南
京
船
薩
摩
野
間
崎
に
漂
着

華
巻
七
／
通
正
編
巻
二
三
〇

天
和

康
煕
二
〇

一
六
七

寛
文
―
一
康
煕
一
〇

西
鎮
要
覧
、
通
正
編
巻
ニ
―
五

一
六
六

一
六
四
九

西

暦

一
六

0
七

日
本
年
号

中

国

年

号

漂

着

地

等

慶
長
三
万
暦
三
五
唐
船
土
佐
国
月
浦
に
漂
着

南
路
志
・
翼
二
／
御
当
家
年
代
略
記

慶

安

永

暦

福

州

船

薩

摩

山

川

に

漂

着

寛
明
日
記
／
通
航
一
覧
正
編
（
以
下
通
正
編
と
略
す
）
巻
ニ
―

0

寛
文
一
永
暦
一
五
台
湾
船
薩
摩
甑
島
に
漂
着

通
正
編
巻
ニ
―
五

台
湾
船
五
島
に
漂
着

江
戸
時
代
前
期
の
中
国
船
漂
着
事
例

の
沿
海
貿
易
船
が
日
本
列
島
に
漂
着
し
た
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
日
本
側

で
は
、
比
較
的
詳
細
に
記
録
し
て
、
諸
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
表

示
し
た
の
が
下
記
の
表
で
あ
る
。
そ
れ
ら
も
中
国
船
の
航
海
記
録
と
し
て
貴
重

(19) 

で
あ
る
。

..... 
ノ‘



次
に
長
崎
に
漂
着
し
た
中
国
船
の
具
体
的
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。

一
七
二

0

一
七
三
一

一
七
二
六

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

元
禄
康
熙
一
＿
＿
四
福
州
船
薩
摩
沖
永
良
部
に
破
船

華
巻
二
三
／
通
正
編
巻
ニ
―

o

元
禄
―
一
康
熙
三
七
寧
波
船
五
島
に
漂
着

華
巻
二
五
／
唐
通
事
会
所
日
録
五
／
通
正
編
巻
二
二
六

享
保崎

港
巻
三

積
み
戻
し
劉
汝
謙
船
薩
摩
破
船

李
華
夫
船
壼
岐
破
船

南
京
船
天
草
漂
着

享
保
―
―
薙
正

和
漠
寄
文
／
通
正
編
巻
ニ
―
―

10

享
保
一
六
薙
正
九
寧
波
船
五
島
に
破
船

長
崎
志
巻
―
-
／
通
正
編
巻
二
六
八

長
崎
に
来
航
す
る
予
定
の
中
国
商
船
万
勝
号
が
現
在
の
静
岡
県
太
平
洋
沿
岸

に
漂
着
し
た
。
同
船
の
漂
着
に
関
し
て
、
『
長
崎
志
続
編
』
巻
八
、
享
和
元
年

五

四

康
熙
五
九

台
湾
船
肥
前
漂
着

長
崎
志
巻
―
―

一

七

一

八

享

保

三

康

熙

五

七

長
崎
志
巻
―
―

一
七
一
六

享
保

康
熙
五
五

一
六
八
九

一
六
九
五

八

二
ハ
九
五

元
禄

八

福

州

船

帰

帆

中

破

船

華
巻
ニ
―
-
／
通
正
編
巻
ニ
―
°

康熙――――――

華
巻
―
―
二
／
通
正
編
巻
ニ
―

1
0

康
熙
三
四

一

六

九

四

元

禄

七

潮
州
船
薩
摩
甑
島
に
漂
着

七

（
一
八

0
1
)
辛
酉
年
の
条
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

去
申
十
一
月
九
日
、
乍
浦
出
ノ
唐
船
劉
然
乙
・
注
晴
川
船
、
於
洋
中
逢
逆

風
吹
キ
流
レ
数
日
漂
ヒ
、
同
十
二
月
四
日
、
遠
州
山
名
郡
湊
村
地
先
キ
沖

(20) 

合
イ
ニ
漂
流
イ
タ
シ
碇
ヲ
卸
シ
。

と
あ
り
、
嘉
慶
五
年
(
-
八

0
0
)
十
一
月
九
日
に
中
国
の
浙
江
省
嘉
興
府
平

湖
県
乍
浦
鎮
を
出
港
し
、
長
崎
へ
貿
易
の
た
め
向
か
っ
て
い
た
中
国
船
が
寛
政

十
二
年
（
清
・
嘉
慶
五
、
一
八

0
0
)
十
二
月
四
日
に
現
在
の
静
岡
県
に
漂
着

し
た
。
浙
江
省
か
ら
日
本
の
静
岡
沿
海
ま
で
、
途
上
漂
流
と
い
う
海
難
を
含
む

が
凡
そ
二
十
余
日
の
航
海
で
あ
っ
た
。

同
琉
球
漂
着
の
中
国
帆
船

(21) 

清
朝
時
代
を
通
じ
て
多
く
の
中
国
帆
船
が
琉
球
に
漂
着
し
た
が
、
と
り
わ
け

乾
隆
十
四
年
（
一
七
四
九
）
一
年
で
二
十
隻
も
の
中
国
帆
船
が
琉
球
諸
島
に
漂

(22) 

着
し
て
い
る
。
特
に
琉
球
国
の
外
交
記
録
で
あ
る
『
歴
代
宝
案
』
に
詳
細
に
記

録
さ
れ
て
い
る
が
、
乾
隆
十
六
年
（
一
七
五
一
）
琉
球
国
の
宇
天
港
付
近
に
漂

(23) 

着
し
た
福
建
同
安
の
林
順
泰
船
に
関
し
て
の
記
述
は
少
な
い
。
し
か
し
清
朝
の

福
建
巡
撫
陳
弘
謀
の
奏
摺
に
は
、

同
安
県
船
戸
林
順
泰
商
船
、
子
上
年
（
乾
隆
十
六
年
）
五
月
内
、
装
蘇
木

等
貨
、
自
属
門
出
口
、
前
往
奉
天
貿
易
買
貨
、
回
属
（
厘
門
）
十
月
内
、

在
洋
遭
風
失
去
蓬
脆
、
任
風
諷
流
、
至
十
一
月
十

1

一
日
、
瓢
至
琉
球
國
地

(24) 

面
宇
天
港
僻
澳
゜

と
あ
る
。
さ
ら
に
『
歴
代
宝
案
』
二
集
巻
七
―
―
-
‘

に
よ
っ
て
中
国
帆
船
の
興
味



乾
隆
五
十
一
年
正
月
初
七
日
、
有
海
船
一
隻
、
闊
来
本
山
、
衝
礁
破
壊
、

船
上
人
数
、
上
岸
保
命
、
訊
拠
難
民
船
戸
藤
隆
順
等
口
称
、
係
江
南
省
蘇

州
府
元
和
縣
商
船
、
人
数
共
計
二
十
人
。
乾
隆
四
十
九
年
閏
三
月
二
十
二

日
。
為
本
省
鎮
江
府
姓
黄
客
人
所
雇
。
装
載
生
姜
。
四
月
―
―
―
十
日
。
前
到

直
隷
天
津
府
交
卸
。
又
攪
得
天
津
府
姓
都
客
人
。
六
月
十
八
日
。
前
到
関

東
牛
庄
縣
。
装
載
糧
米
。
八
月
初
五
日
。
回
到
天
津
府
交
卸
。
又
攪
得
山

東
登
州
府
黄
縣
姓
石
客
人
。
装
香
未
包
。
十
月
十
五
日
。
去
到
黄
縣
交
卸
゜

本
船
在
彼
地
方
過
年
。
又
攪
得
黄
縣
姓
霧
客
人
。
乾
隆
五
十
年
二
月
二
十

二
日
。
前
到
関
東
。
装
載
糧
米
。
―
―
一
月
二
十
八
日
。
回
到
黄
縣
交
卸
。
原

客
雁
原
船
。
五
月
十
八
日
。
前
到
関
東
。
装
載
糧
米
。
六
月
十
二
日
。
往

到
山
東
武
定
府
利
津
縣
交
卸
。
又
本
客
在
該
地
。
屑
本
船
。
七
月
二
十
六

日
。
前
到
関
東
装
載
糧
米
。
九
月
初
七
日
。
回
到
天
津
府
交
卸
。
又
把
本

船
。
雇
典
福
建
興
化
府
甫
田
縣
商
人
滸
華
利
等
。
連
客
共
計
二
十
五
人
。

十
月
二
十
三
日
。
往
到
山
東
武
定
府
海
豊
縣
。
装
載
棗
了
。
要
到
浙
江
寧

波
府
交
卸
。
十
一
月
二
十
日
。
前
到
関
東
小
平
島
。
候
風
。
十
二
月
初
八

日
。
開
洋
。
不
擬
。
洋
中
忽
遭
狂
風
。
失
舵
欲
脆
。
任
風
遂
波
。
漂
到
貴

(25) 

島
。
衝
礁
礁
打
壊
等
語
。

こ
の
元
和
県
船
戸
蒋
隆
順
等
二

0
名
乗
船
の
船
の
場
合
、
乾
隆
四
九
年
（
一

七
八
四
）
閏
一
＿
一
月
に
、
鎮
江
府
の
黄
氏
に
雇
用
さ
れ
生
姜
を
天
津
ま
で
輪
送
す

る
仕
事
を
終
え
る
と
、
ま
た
各
交
易
の
終
了
地
で
新
た
な
顧
客
を
も
と
め
、
以

後
乾
隆
五
十
年
十
二
月
に
漂
流
す
る
ま
で
計
七
度
の
雇
船
に
応
じ
て
い
る
。
明

深
い
航
海
記
録
が
見
ら
れ
る
。

『
歴
代
宝
案
』
二
集
巻
一
六
四
に
見
え
る
広
東
省
の
潮
州
の
陳
進
利
船
の
琉

球
標
着
に
関
し
て
は
、
道
光
期
の
奏
摺
に
も
見
え
る
。
台
北
の
故
宮
婢
物
院
蔵

の
『
宮
中
棉
道
光
朝
奏
摺
』
第
二
輯
に
見
え
る
福
建
巡
撫
の
魏
元
娘
の
道
光
十

七
年
(
-
八
＿
―
-
七
）
四
月
二
十
七
日
付
け
の
奏
摺
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

拠
該
難
民
陳
進
利
・
舵
水
陳
稜
材
等
供
称
、
倶
係
廣
東
潮
州
府
澄
海
縣
人
、

内
水
手
杜
利
等
係
福
建
泉
州
府
同
安
縣
人
、
通
船
共
四
十
名
、
駕
坐
商
船

一
隻
、
装
糖
貨
、
於
道
光
十
六
年
六
月
二
十
一
日
、
由
澄
海
縣
出
口
、
七

月
二
十
九
日
、
到
山
東
洋
面
寄
碇
、
八
月
十
六
日
、
転
到
着
天
津
府
貿
易
、

九
月
二
十
日
、
在
該
慮
開
船
、
附
搭
澄
海
縣
客
民
陳
福
等
十
名
回
籟
、
ニ

十
六
日
、
又
到
山
東
福
山
縣
、
採
買
黄
豆
・
小
変
・
豆
餘
等
物
、
十
一
月

初
五
日
、
開
駕
回
籍
、
初
八
日
、
在
洋
遭
風
、
砕
脆
舵
、
任
風
漂
流
、
至

十
二
月
十
六
日
、
漂
収
琉
球
國
金
武
郡
洋
面
。
十
八
日
又
遇
暴
風
猛
起
船

隻
、
閤
礁
撃
砕
、
貨
物
沈
失
、
経
該
慮
夷
官
派
撥
小
船
、
将
該
難
商
等
救

(26) 

護
上
岸
。
…
・
:

と
あ
る
。
広
東
省
潮
州
澄
海
県
人
の
陳
進
利
等
と
水
手
の
福
建
省
泉
州
府
同
安

県
の
人
杜
利
全
員
で
商
船
に
乗
船
し
砂
糖
を
稿
載
し
て
天
津
に
赴
き
貿
易
し
、

天
津
で
澄
海
県
の
客
民
の
陳
福
一

0
名
を
乗
船
さ
せ
山
東
省
の
福
山
県
で
黄

豆
・
小
麦
・
豆
餅
な
ど
を
購
入
し
て
潮
州
に
帰
国
す
る
際
に
琉
球
に
漂
着
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
商
船
は
本
来
潮
州
府
を
基
地
と
す
る
遠
距
離
航
海
を
目
的
と

す
る
商
船
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
前
者
は
雇
船
、
後
者
は
商
船
と
言
え
る
具
体
的
船
舶
経
営
の
事

ら
か
に
輪
送
業
を
業
務
と
す
る
船
船
で
あ
っ
た
。

八



⑮
台
湾
海
峡
の
航
海
記
録

展
界
令
以
降
、
福
建
方
面
か
ら
台
湾
へ
の
渡
航
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
清

(27~ 

朝
は
そ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
し
か
し
、
そ
れ
を
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
は
出

来
ず
、
絶
え
ず
行
わ
れ
、
そ
の
際
の
官
憲
の
記
録
が
奏
摺
に
見
え
る
。
広
東
砥

石
総
兵
の
蘇
明
良
の
痛
正
八
年
（
一
七
三

0
)
九
月
初
十
日
付
け
の
奏
摺
中
に
、

楡
渡
過
豪
、
其
水
脚
銀
二
両
、
三
両
不
等
。
約
子
八
月
十
二
日
、
在
福
建

属
門
裂
嶼
開
船
、
衆
人
陸
続
乗
坐
小
船
、
在
子
大
担
帽
仔
口
白
石
頭
湖
下

等
慮
出
口
上
船
…
…
男
婦
総
共
一
百
二
十
四
名
口
、
不
幸
子
十
三
日
、
駿

(28) 

至
彰
湖
、
遇
風
失
去
椀
舵
、
漂
流
至
此
゜

と
あ
る
よ
う
に
、
楡
渡
過
台
の
船
舶
が
遭
難
し
て
彰
湖
に
漂
着
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
台
風
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
厘
門
付
近
か
ら
彰
湖

ま
で
一
両
日
で
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
録
は
橘
案
史
料
に
ま
だ
ま
だ

多
く
見
ら
れ
る
。

福
建
省
郡
武
府
郡
武
県
の
朱
仕
新
が
乾
隆
二
八
年
（
一
七
六
一
―
-
)
に
福
建
徳

化
県
学
教
論
か
ら
台
湾
府
鳳
山
県
学
に
調
任
さ
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
五
月
下
旬

に
属
門
よ
り
乗
船
し
て
台
湾
に
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
際
の
記
録
が
、
彼
の
『
小

琉
球
漫
誌
』
巻
一
、
「
泥
海
紀
程
」
に
見
え
る
。

〔
乾
隆
二
十
八
年
五
月
〕
十
八
日
、
…
…
謳
留
厘
門
、
覚
海
舶
、
厘
門
有

海
関
、
稽
査
出
洋
商
旅
、
…
…
二
十
八
日
甲
申
、
登
海
舶
、
・
・
—
…
•
二
十
九

日
乙
酉
、
従
小
担
嶼
張
蓬
出
口
。
…
…
三
十
日
丙
戌
五
更
放
洋
。
上
午
以

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

例
は
漂
着
し
た
記
録
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

九

無
風
、
且
午
潮
将
至
、
…
…
〔
六
月
〕
初
六
日
壬
辰
、
至
彰
湖
。
…
…
按

罠
門
至
膨
湖
、
船
七
更
、
是
為
大
洋
、
彰
湖
至
豪
湾
、
船
五
更
、
或
云
四

更
、
是
為
小
洋
。
…
…
初
七
日
癸
巳
、
至
鹿
耳
門
。
•
•
…
•
初
八
日
甲
午
、

(29) 

至
豪
湾
府
。

と
あ
る
よ
う
に
、
腹
門
か
ら
膨
湖
を
経
て
台
湾
の
鹿
耳
門
ま
で
の
航
海
記
録
が

知
ら
れ
る
。
乗
船
者
の
旅
行
記
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
航
海
日
誌
の
欠
を

補
う
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

台
湾
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
『
台
湾
日
日
新
報
』
第
一
六
七
六
号
、
明
治

三
六
年
(
-
九

0-―
-
）
―
二
月
二
日
、
光
緒
二
五
年
一

0
月
一
四
日
付
け
の
記

事
に
「
清
船
触
磯
」
が
掲
載
さ
れ
、

上
月
二
六
日
、
有
清
國
泉
州
船
金
興
稜
琥
、
入
基
隆
港
、
就
該
港
内
三
沙

湾
之
海
岸
、
卸
碇
係
留
、
適
遇
風
波
大
作
、
致
打
触
於
暗
礁
、
船
底
遂
生

破
壊
、
海
水
因
之
浸
入
、
頗
有
危
険
之
迫
、
是
時
港
内
碇
泊
中
諸
船
、
皆

走
至
該
虞
救
助
、
其
船
長
邸
日
光
外
十
二
名
、
皆
得
保
全
生
命
、
其
船
中

(30~ 

積
載
、
豚
百
二
十
三
頭
、
煙
草
四
十
九
梱
、
亦
幸
得
搬
運
上
陸
也

と
あ
る
。
日
本
統
治
下
の
台
湾
基
隆
港
に
福
建
泉
州
か
ら
の
帆
船
が
豚
や
煙
草

を
積
載
し
て
入
港
し
た
が
、
大
風
に
あ
っ
て
船
は
破
損
し
た
。
し
か
し
、
諸
船

の
救
済
に
よ
っ
て
、
人
命
と
積
み
荷
も
救
わ
れ
た
こ
と
の
記
事
で
あ
る
が
、
福

建
泉
州
と
台
北
の
基
隆
港
間
の
確
実
な
航
海
記
録
で
あ
る
。

伶
朝
鮮
へ
漂
着
し
た
記
録

李
氏
朝
鮮
国
に
漂
着
し
た
中
国
帆
船
の
朝
鮮
国
官
吏
の
調
査
記
録
に
、
航
海



ま
た
福
建
省
流
州
府
海
澄
県
の
静
字
一
七
四
九
号
船
の
嘉
慶
十
八
年
(
-
八

記
録
の
明
ら
か
な
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
痛
正
十
年
（
一
七
三
二
）
に
南

通
の
商
船
の
航
海
記
録
が
見
え
る
。

苑
正
十
年
正
月
二
十
日
、
徽
州
商
人
呉
仁
則
、
一
雇
俺
等
的
船
、
装
載
綿
花

二
百
五
十
包
、
自
南
通
州
開
船
、
正
月
二
十
九
日
、
到
山
東
莱
陽
縣
卸
下
、

二
月
二
十
八
日
、
自
莱
陽
稜
船
、
三
月
二
十
八
日
、
転
到
関
東
南
金
州
地

方
、
則
又
有
蘇
州
府
所
管
太
倉
州
商
人
周
豹
文
、
一
雇
此
船
、
装
炭
三
百
八

十
担
、
五
月
十
八
日
、
自
南
金
州
開
船
、
六
月
十
七
日
、
到
山
東
賓
定
府

所
管
天
津
衛
卸
下
。
而
後
、
又
有
商
人
徐
夢
祥
、
又
雇
此
船
、
到
山
東
大

山
口
海
豊
縣
、
貿
大
棗
二
百
八
十
七
石
一
斗
装
載
、
十
月
十
二
日
、
自
海(31) 

豊
稜
船
、
回
家
之
際
、
十
四
日
、
大
洋
中
、
粋
遇
悪
風
、
漂
到
貴
國
地
方

C

と
あ
る
よ
う
に
徽
州
商
人
の
呉
仁
則
が
長
江
河
口
の
通
州
、
南
通
の
商
船
を
雇

用
し
た
際
の
航
行
記
録
で
あ
る
。
長
江
河
口
か
ら
山
東
半
島
沿
海
、
遼
寧
省
近

海
、
天
津
等
の
地
で
雇
船
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

嘉
慶
一
三
年
(
-
八

0
八
）
―
一
月
に
朝
鮮
国
の
全
羅
道
に
漂
着
し
た
江
蘇

省
蘇
州
府
元
和
県
民
の
場
合
は
、

民
人
龍
鳳
来
回
称
、
伊
等
十
六
人
倶
係
江
蘇
省
元
和
縣
人
、
本
年
（
嘉
慶

十
三
年
）
九
月
十
二
日
、
載
箪
竹
開
船
、
向
往
山
東
、
十
八
日
、
到
南
通

州
候
風
、
十
月
初
三
日
、
放
洋
、
逢
西
北
大
風
、
漂
蕩
洋
中
、
於
十
一
月

(32) 

初
五
日
、
漂
到
於
此
（
全
羅
道
大
静
縣
西
林
前
洋
）
。

と
あ
り
、
長
江
河
口
か
ら
沿
海
航
行
し
て
山
東
沿
海
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た

帆
船
が
大
風
に
あ
っ
て
全
羅
道
に
漂
着
し
て
い
る
。

ニ
―
-
）
の
航
海
の
場
合
は
、

俺
刑
本
年
（
嘉
慶
十
八
年
）
四
月
初
八
日
、
自
同
安
縣
往
豪
湾
府
装
糖
属
、

五
月
十
五
日
、
往
江
南
省
松
江
府
上
海
縣
、
交
易
茶
葉
、
七
月
初
六
日
、

又
自
上
海
縣
往
奉
天
省
西
錦
州
交
易
後
、
販
載
黄
豆
一
千
石
、
白
米
十
二

(
3
3
}
 

包
、
…
…
防
風
六
包
、
要
回
本
縣
。
十
月
二
十
七
日
、
稜
船
至
洋
中

と
あ
る
よ
う
に
、
同
安
県
、
海
澄
県
の
乗
組
員
で
構
成
さ
れ
た
同
船
は
福
建
か

ら
台
湾
に
航
行
し
、
さ
ら
に
上
海
を
経
て
北
上
し
遼
寧
省
の
錦
州
に
航
行
す
る

航
海
記
録
が
見
ら
れ
る
。

清
末
の
例
と
し
て
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
棉
案
館
蔵
の
『
朝
鮮
橘
』
一

三
函
二
冊
（
第
二
十
六
冊
）
八
三
五
文
書
に
見
え
る
次
の
記
録
で
あ
る
。

光
緒
十
年
三
月
初
三
日
、
北
洋
大
臣
李
鴻
章
文
称
。
…
…
光
緒
九
年
十
一

月
十
二
日
、
拠
駐
理
仁
川
商
務
委
員
、
同
知
街
李
乃
栄
稟
称
、
転
拠
奉
天

金
州
挑
福
慶
民
船
舵
エ
子
興
報
称
、
該
船
長
水
手
共
七
人
、
由
奉
天
装
木

料
、
赴
山
東
文
登
縣
五
里
島
、
卸
載
旋
返
。
十
一
月
初
三
日
、
在
洋
面
遭

風
瓢
流
…
…

計
開
供
単

拠
挑
福
慶
船
舵
エ
曲
嘉
幹
供
、
小
的
現
年
五
十
八
歳
、
関
東
金
州
民
籍
、

家
住
在
金
州
小
長
島
、
向
係
行
船
度
日
、
在
這
船
充
営
舵
長
九
年
、
船
戸

挑
福
慶
、
船
主
挑
姓
名
宗
名
章
一
一
人
、
住
在
小
長
島
、

一
向
不
在
船
上
管

事
、
自
己
装
成
的
船
、
進
水
已
有
十
七
年
、
歴
来
代
客
装
貨
物
、
往
来
山

東
・
奉
天
等
慮
、
船
可
載
貨
四
萬
斤
、
去
年
在
奉
天
朝
鮮
交
界
地
方
之
大

東
溝
、
装
載
長
豊
棧
木
頭
四
百
二
十
五
條
。
九
月
十
一
＝
日
、
出
口
、
赴
五

1
0
 



里
島
。
十
五
日
、
駿
抵
金
州
長
山
島
、
二
十
四
日
、
開
行
、
脆
一
千
餘
里
、

十
月
十
三
日
、
到
山
東
登
州
府
文
登
縣
五
里
島
、
起
卸
木
頭
、
交
長
豊
棧

収
清
、
二
十
日
、
空
鎗
回
餡
、

1

一
十
九
日
、
到
偶
島
、
十
一
月
初
一
日
、

放
洋
北
脆
、
擬
回
金
州
、
距
初
三
日
、
駿
出
大
海
、
西
北
暴
風
大
作
、
不

能
向
北
行
、
連
日
関
風
、
初
五
日
、
大
脆
断
折
、
筵
帆
吹
飛
、
船
身
随
風
、

(34) 

向
東
南
方
瓢
流
、
九
日
夜
、
十
一
日
、
醗
至
朝
鮮
洪
州
。
…
…

と
あ
り
、
盛
京
省
金
州
の
船
舶
が
東
北
沿
海
か
ら
山
東
省
の
登
州
へ
木
材
を
運

送
す
る
途
中
で
遭
難
し
朝
鮮
半
島
に
漂
着
し
て
い
る
。

紺
豊
利
船
「
日
記
備
査
」

江
戸
時
代
の
長
崎
貿
易
に
従
事
し
た
中
国
商
船
の
航
行
記
録
と
し
て
は
長
崎

貿
易
の
史
料
に
か
な
り
知
ら
れ
、
特
に
前
期
に
お
い
て
は
『
華
夷
変
態
』
は
重
要

な
史
料
と
言
え
る
。
し
か
し
中
国
側
の
記
録
は
同
等
に
多
く
見
ら
れ
な
い
。
た

だ
、
清
政
府
が
必
要
と
し
た
日
本
銅
を
日
本
か
ら
輸
入
す
る
上
で
記
録
さ
れ
た

(35) 

も
の
が
若
干
知
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
は
、
乾
隆
二
十
八
年
（
一
七
六
―
―
-
）
正
月
二

十
四
日
付
け
の
浙
江
巡
撫
態
学
鵬
の
奏
摺
が
上
諭
に
よ
る
最
初
の
報
告
で
あ
る
。

官
商
帯
清
注
、
採
雛
銅
斤
、
由
乍
（
乍
浦
）
起
運
、
解
供
蘇
省
、
分
解
五

省
官
銅
、
該
官
商
、
乾
隆
二
十
七
年
、
雛
回
船
戸
楊
士
合
船
、
銅
斤
一
千

箱
、
於
五
月
十
一
日
、
由
乍
進
口
、
入
境
即
於
十
二
日
、
起
運
赴
蘇
、
於

本
月
二
十
＿
―
-
日
、
出
境
、
又
船
戸
魏
元
盛
船
、
銅
斤
一
千
箱
、
於
閏
五
月

十
七
日
、
由
乍
進
口
、
入
境
即
於
二
十
六
日
、
起
運
五
百
四
十
箱
、
又
於

二
十
九
日
、
起
運
四
百
六
十
箱
赴
蘇
、
倶
於
六
月
初
一
日
出
境
、
又
船
戸

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

施
新
利
船
、
銅
斤
一
千
箱
、
於
九
月
三
十
日
、
由
乍
進
口
、
入
境
即
於
十

月
初
六
、
七
等
日
、
起
運
赴
蘇
、
於
十
月
十
三
日
出
境
、
均
経
沿
途
各
縣
、

加
謹
稽
査
防
護
、
並
無
楡
盗
・
沈
溺
加

6

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
長
崎
か
ら
帰
帆
し
た
中
国
商
船
の
中
国
側
の
港
浙
江

省
平
湖
県
乍
浦
鎮
へ
の
入
港
記
録
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

長
崎
貿
易
に
来
航
し
た
中
国
商
船
の
航
海
日
誌
に
当
た
る
記
録
が
知
ら
れ
る
。

航
海
日
誌
が
知
ら
れ
る
の
は
、
咸
豊
元
年
十
二
月
六
日
（
嘉
永
五
年
正
月
六
日
、

一
八
五
二
年
一
月
二
十
六
日
）
に
長
崎
貿
易
の
た
め
に
来
航
し
、
亥
四
番
船
と

番
立
さ
れ
た
豊
利
船
の
乗
組
員
の
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
崎
貿
易
に
お
い
て

は
、
注
鵬
が
『
袖
海
編
』
（
昭
代
叢
書
・
戊
集
）
に
お
い
て
「
曰
某
番
。
以
年

之
次
第
計
之
。
如
申
年
首
到
。
則
為
申
一
番
。
次
到
。
則
為
申
二
番
。
」
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
船
の
船
名
は
問
わ
れ
ず
、
長
崎
入
港
年
の
年
の
十
二

支
と
入
港
順
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
た
た
め
、
中
国
船
の
船
名
は
不
明
な
も
の

が
多
く
、
ど
の
船
が
何
度
来
航
し
て
い
た
の
か
は
充
分
に
明
ら
か
に
出
来
な
い
。

し
か
し
、
明
和
四
年
（
乾
隆
四
十
三
年
、
一
七
六
七
）
以
降
、
万
延
元
年
（
咸

一
八
六

0
)
ま
で
の
九
十
四
年
間
に
、
約
一
＿
一
十
余
隻
の
中
国
商
船
の

船
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
、
豊
利
船
は
、
最
晩
年
の
貿
易
船

で
あ
っ
て
、
安
政
元
年
（
咸
豊
四
、

あ
っ
た
が
、
豊
利
船
「
日
記
備
査
」
に
よ
っ
て
六
年
後
の
来
航
も
知
ら
れ
た
。

豊
利
船
「
日
記
備
査
」
の
咸
豊
元
年
十
月
三
日
（
嘉
永
四
年
十
一
月
三
日
、

副
財
副

八
五
一
年
十
一
月
二
十
五
日
）
の
条
に
は
「
豊
利
船
主
項
把
珊
財
副
顔
亮

生

徐

熙

梅

陳

吉

人

」

と

あ

り

、

船

主

等

の

乗

組

員

の

豊
十
年
、

楊
友
樵

一
八
五
四
）
の
み
の
来
航
を
知
る
の
み
で



名
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
豊
利
船
が
浙
江
省
嘉
興
府
平
湖
県
の
港
乍
浦
を

出
帆
し
た
の
は
十
一
月
二
十
日
（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
日
、
一
八
五
二
年
一

月
十
日
）
で
あ
り
、
同
書
十
二
月
初
六
日
（
嘉
永
五
年
正
月
六
日
、
一
八
五
二

年
一
月
二
十
六
日
）
の
条
に
、
「
酉
刻
。
進
港
交
謡
。
」
と
あ
る
よ
う
に
酉
の

刻
に
長
崎
に
入
港
し
た
。
日
本
の
通
商
許
可
書
で
あ
る
「
信
牌
」
の
発
行
、
返

還
の
記
録
簿
で
あ
る
『
割
符
留
帳
』
で
は
嘉
永
五
年
「
正
月
六
日
夜
」
入
港
と

中
国
新
聞
に
見
る
帆
船
の
航
海
記
録

よ
り
翌
五
年
閏
二
月

み
え
る
の
は
、
嘉
永
四
年
九
月
（
威
豊
元
年
閏
八
月
）

（
咸
豊
二
年
二
月
）
ま
で
、
日
中
の
暦
に
一
箇
月
の
相
違
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
船
は
亥
四
番
船
に
番
立
さ
れ
、
船
主
は
「
項
把
珊
」
と
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
亥
四
番
豊
利
船
は
、
嘉
永
五
年
（
咸
豊
二
年
、
一
八
五
二
）
四

(37) 

月
十
九
日
に
給
牌
を
受
け
帰
国
し
て
い
る
。
こ
れ
は
航
海
上
の
記
録
は
少
な
い

が
明
ら
か
に
船
の
乗
員
が
記
録
し
た
日
誌
で
あ
っ
て
、
中
国
商
船
の
航
海
日
誌

を
研
究
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

上
海
で
刊
行
さ
れ
た
著
名
な
新
聞
『
申
報
』
第
七
二
四
号
、
一
八
七
四
年
九
月

七
日
、
同
治
十
三
年
七
月
二
十
七
日
の
「
輪
船
又
撞
沈
沙
船
」
の
記
事
に
拠
れ
ば
、

甫
上
永
泰
琥
金
瑞
年
船
、
由
北
装
貨
回
南
、
於

1

一
十
日
、
報
関
溜
進
梅
墟(38) 

港
寄
碇
、
被
湖
北
輪
船
、
於
二
十
一
日
、
辰
刻
進
口
、
磁
壊
船
頭
、
…
…

と
あ
り
、
寧
波
の
帆
船
、
永
泰
号
の
金
瑞
年
船
が
北
洋
よ
り
貨
物
を
積
載
し
て

帰
帆
し
寧
波
の
海
関
に
届
け
、
鎮
海
県
の
梅
墟
港
で
停
泊
中
に
輪
船
湖
北
号
に

激
突
さ
れ
沈
没
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
航
行
日
時
が
詳
細
で
は
な
い
も
の
の
寧

＠
 

波
商
船
の
遠
洋
航
海
を
行
っ
て
い
た
具
体
的
事
例
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
天
津
で
刊
行
さ
れ
た
新
聞
で
あ
る
『
國
聞
報
』
第
一
号
、

二
十
六
日
（
光
緒
二
十
三
年
十
月
初
一
日
）
の
「
営
口
新
聞
」
の
記
事
中
に
、

民
船
進
出
口
減
数

0
営
口
為
東
三
省
水
道
咽
喉
、
商
船
咸
集
、
帆
楠
林
立
、

従
前
民
船
、
毎
歳
進
口
、
約
計
二
千
余
艘
、
有
時
多
至
三
千
以
外
、
中
外

(39) 

通
商
以
来
、
輪
舶
漸
多
、
民
船
漸
少
、
上
年
計
到
八
百
号
、
…
…

と
あ
り
、
東
北
の
営
口
に
入
港
す
る
帆
船
が
従
来
は
一
年
に
二
千
隻
で
あ
っ
た

も
の
が
一
八
九
六
年
（
光
緒
二
十
二
年
）
に
は
八
百
余
隻
に
減
少
し
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
清
末
の
対
外
開
放
に
お
い
て
も
帆
船
の
活
動
は
重
要
な
輸

送
機
関
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
民
国
時
代
に
な
り
帆
船
の
重

要
性
は
輪
船
優
位
の
状
況
に
お
い
て
も
重
要
な
輸
送
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
如

(40) 

実
に
伝
え
る
確
か
な
史
料
で
あ
る
。

上
海
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
国
民
日
日
報
』
一
九

0
1―
一
年
八
月
二
十
一
日

（
光
緒
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日
）
付
け
の
「
中
国
警
聞
」
に
「
閻
商
破
産
」

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

南
台
張
膿
記
閻
之
巨
商
也
、
家
有
帆
船
数
艘
、
専
往
来
膠
州
・
牛
荘
等

(41) 

慮
。
…
…
閻
省
具
有
数
十
萬
商
本
者
、
蓼
々
今
又
復
破
壊
一
家
突
。

と
あ
る
よ
う
に
、
福
建
省
福
州
の
閾
江
の
中
洲
に
あ
る
南
台
に
張
礼
記
と
云
う

巨
商
が
お
り
、
彼
の
家
業
は
数
隻
の
帆
船
を
山
東
省
の
膠
州
や
遼
寧
省
の
牛
荘

な
ど
と
の
間
に
航
行
さ
せ
る
沿
海
航
運
業
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
帆
船

の
乗
員
が
違
法
の
武
器
な
ど
塔
載
し
て
い
て
張
家
が
官
憲
に
追
わ
れ
る
こ
と
に

一
八
九
七
年
十
月



な
り
、
張
家
は
香
港
に
逃
れ
財
産
が
没
収
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

張
家
が
本
拠
地
と
し
た
福
建
の
南
台
は
道
光
『
乍
浦
備
志
』
巻
六
、
関
梁
に
、

（
位
）

福
省
之
南
豪
鎮
、
為
木
植
湊
集
総
所
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
台
は
木
材
の
集
散
地
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
。
南
台
か
ら

の
船
舶
は
沿
海
を
利
用
し
て
、
清
代
に
お
い
て
商
業
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
蘇

州
に
も
近
い
浙
江
省
の
東
北
沿
海
に
あ
る
乍
浦
に
も
木
材
を
輸
送
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
木
材
運
送
を
専
門
と
す
る
帆
船
業
者
の
確
実
な
存
在
を

明
確
に
し
て
い
る
。

清
末
に
福
建
省
の
厘
門
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
で
あ
る
『
麗
門
日
報
』
第

五
五
五
号
、
一
九

0
九
年
十
二
月
八
日
、
宣
統
元
年
十
月
二
十
六
日
の

報
」
の
「
本
埠
新
聞
」
に
「
覆
舟
求
繋
」
に
、

福
清
商
船
、
日
前
、
由
香
（
港
）
載
米
至
油
頭
地
方
、
該
帆
船
忽
被
狂
風

吹
覆
、
船
内
一
二
十
人
、
幸
獲
隣
船
救
援
、
均
保
全
、
祇
有
一
人
、
随
波
遂

(43) 

流
、
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
福
建
省
の
福
州
府
治
下
の
福
清
県
所
属
の
帆
船
が
香
港
か
ら

広
東
省
の
油
頭
地
方
に
米
穀
を
塔
載
し
て
航
行
中
に
狂
風
に
遭
遇
し
て
海
難
事

故
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
福
建
省
の
帆
船
が
広
東
省
の

米
穀
輸
送
に
関
与
し
て
い
た
航
海
記
録
の
具
体
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ

ぅ
清
末
に
福
建
省
の
福
州
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
で
あ
る
『
閲
報
』
第
一
四

ニ
四
号
、
一
九
一

0
年
五
月
七
日
、
宜
統
二
年
一
＿
一
月
二
十
八
日
、
「
省
會
要

聞
」
の
「
商
船
被
劫
」
に
よ
れ
ば
、

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

「閾

紺 商
船
金
順
益
、
由
閻
装
運
木
植
各
貨
、
前
往
上
海
、
於
本
月
初
八
日
、
駿

(44) 

至
金
胴
門
洋
面
、
突
遇
賊
船
十
餘
艘
、
四
面
兜
園
。

と
あ
り
、
福
建
の
福
州
か
ら
木
材
を
塔
載
し
た
商
船
金
順
益
が
上
海
へ
航
行
途

中
に
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
闘
報
』
第
一
五
―
一
号
、
一
九
一
〇

年
十
一
月
二
十
六
日
、
宜
統
二
年
十
月
二
十
五
日
、
「
＿
―
-
山
雑
記
」
の
「
商
船

沈
没
」
に
、

日
前
有
大
商
船
新
源
成
、
由
福
州
載
貨
、
前
往
膠
州
卸
筈
、
後
即
由
該
慮
、

装
運
豆
餅
・
各
貨
末
闘
、
不
料
該
船
繍
行
、
至
膠
州
海
外
之
洋
面
、
遇
風

(45) 

沈
没
、
計
損
失
資
本
、
不
下
三
萬
餘
金
云
゜

と
あ
り
、
大
型
商
船
新
源
成
が
福
建
か
ら
貨
物
を
塔
載
し
て
山
東
省
の
膠
州
に

赴
き
、
膠
州
で
そ
れ
を
売
却
し
て
豆
餅
等
の
貨
物
を
積
載
し
て
福
州
に
帰
帆
す

る
際
に
膠
州
沖
の
海
域
で
海
難
に
遭
遇
し
て
沈
没
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
損
失

は
一
一
＿
万
余
金
と
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
各
帆
船
の
詳
細
な
航
海
記
録
は
明
ら

か
に
出
来
な
い
も
の
の
福
州
か
ら
上
海
、
膠
州
な
ど
の
北
洋
方
面
へ
の
沿
海
貿

易
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
確
実
な
証
拠
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
で
あ
ろ
う
。

『
政
治
官
報
』
に
見
る
中
国
商
船
の
漂
着
記
事

清
末
の
光
緒
三
十
一
＿
一
年
（
一
九

0
七
）
九
月
よ
り
『
奏
設
政
治
官
報
』
が
刊

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
一
七
四
号
に
署
直
隷
総
督
楊
士
醸
等
の
「
奏
救
護
失
事

商
船
出
力
各
員
請
奨
摺
」
に
二
十
四
隻
の
中
国
商
船
の
漂
着
事
例
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
を
表
示
し
て
み
た
。
航
海
記
録
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、



. . - . . .'. 蝙ー・ ・ ・・・----・ ー幽 9 ● ● ● , .. - - - . . 

西

九0ハ~九0~ハ九0~ハ九0~ハ九0ハ~九0ハ~九ハ0~ 九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0ハ~九0~ハ九0五九0五九0五九0五五九0五九0 暦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ-ニ -00九九0八00八 0七七0五00五五00ー-ニ-ー-ー一-九oo七 年

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 月
--- o五- 0 ...,__九0 0 - -00-0-● ● ● ' .  ー・ ・ ・ ● ，幽一"轟 ，, . . , __ ., -・ ● ー・，．

日ニー〇九八八 〇 八九八ノ・ヽ七 ニニニ＝四七四二四五

光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒光緒 中

---• "" • . . 幽-・ 鯛—.. __ ,. . ,. . . . ,. -.. . .'. ,. . . . . ., .. . . . . . 国. . . . . . . . . . -'. --・. .. . . . . . . -. 
年年年年年年年年年年年年年年年年年年~ 年年年~ 年~ 年~ 年 暦

亀. .'  . . 一凸 ，. ' . . . . __  ,. . -・・'" .. 輪

-月-月-月-月-月-月 0月八月八月八月六月六月五月五月四月四月四月ニ月―月-月 0月0月八月六月 年
. .'. . 

月
七六五四三三-五-八-ーニ九--七-六-八-九-九-九九八-一八七六—＝ 
日日日日日日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日日日日日日日日日 日

江 江浙 威奉 奉奉奉奉浙奉黄河営寧莱海海海福金海登奉寧寧海州 船

蘇蘇江海天天天天天江天 波州州州州建州州州天波 籍

覆興塁盛謳興王越賃順量順喜祥屋興羞利喜昌喜吉靡順本璽貫順塁興奎興翁順塁奇屑興蓋利震興覧慶癸豊夏順
船

主

31 38 36 34 32 15 33 62 33 34 57 32 60 32 24 19 18 35 34 33 37 18 32 33 乗員

華
北
沿
海
の
中
国
商
船
の
海
難
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
各

船
の
乗
員
は
最
小
十
五
名
か
ら
六
十
二
名
に
及
ん
で
い
る
。
特
に
こ
の
内
‘
-
―
―

十
余
名
の
乗
員
が
大
半
を
占
め
て
お
り
沿
海
航
運
の
帆
船
で
あ
っ
た
可
能
性
を

上
述
の
よ
う
に
、
各
資
料
に
散
在
す
る
中
国
帆
船
の
航
海
記
録
の
一
端
を
述

べ
て
み
た
が
、
そ
の
多
く
の
記
録
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帆
船
時

代
の
中
国
商
船
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
運
営
、
経
営
を
行
っ
て
い
た
か
が
明

ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
特
に
中
国
大
陸
沿
海
海
域
の
帆
船
の
航
跡
が
明
ら

か
に
な
る
。
地
方
志
の
記
載
の
多
く
は
、
例
え
ば
福
建
か
ら
台
湾
に
渡
り
、
台

湾
か
ら
北
上
し
て
上
海
、
天
津
方
面
に
航
行
す
る
等
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
台
湾
中
部
の
西
岸
に
位
置
す
る
苗
栗
県
で
は
清
末
『
苗
栗
縣

志
』
巻
七
、
風
俗
考
に
は
、
「
近
則
福
州
・
滝
・
泉
・
厘
門
。
遠
則
寧
波
・
上

(46) 

海
・
乍
浦
・
天
津
以
及
広
東
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
要
な
航
行
地
点
を
あ
げ

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
帆
船
の
航
海
記
録
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
港
地
、
寄
港
地
を
は
じ
め
と
し
て
、
船
舶
の
航
行
目
的
、

運
輸
業
の
一
環
と
し
て
の
輸
送
船
で
あ
る
か
、
積
載
貨
物
の
取
引
を
目
的
と
し

た
交
易
船
で
あ
る
か
等
、
船
舶
の
運
営
・
経
営
実
態
が
具
体
的
に
知
ら
れ
、
そ

の
船
舶
の
航
跡
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
帆
船
に
よ
る
航
運
業
の
重
要
性
が
再
認
識

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

註(

1

)

楊
博
文
氏
校
釈
『
諸
審
志
校
釈
』
中
外
交
通
史
籍
叢
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
九

六
年
―
一
月
、
八
頁
。

(

2

)

向
達
氏
校
注
『
両
種
海
道
針
経
』
中
外
交
通
史
籍
叢
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
六

一
年
、
一
九
八
二
年
。

四

小

強
く
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。

結

一
四



(

3

)

向
達
氏
校
注
『
両
種
海
道
針
経
』
一
八
一

i
一
九

0
頁。

(

4

)

松
浦
章
「
李
朝
時
代
に
お
け
る
漂
着
中
国
船
の
一
史
料
ー
顕
宗
八
年
（
一
六
六

七
）
の
明
船
漂
着
と
「
漂
着
問
答
」
を
中
心
に
ー
」
関
西
大
学
東
西
研
究
所
紀
要

一
五
（
一
九
八
二
年
三
月
）
、
同
「
十
八
ー
十
九
世
紀
に
お
け
る
南
西
諸
島
漂
着

中
国
帆
船
よ
り
見
た
清
代
航
運
業
の
一
側
面
」
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要

一
六
（
一
九
八
三
年
一
月
）
、
同
「
江
南
商
船
の
琉
球
漂
着
ー
『
白
姓
官
話
を
中

心
に
』
ー
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
報
三
六
（
一
九
八
二
年
二
月
）
、
同
「
李

朝
漂
着
中
国
帆
船
の
「
問
情
別
単
」
に
つ
い
て
上
・
下
」
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
所
紀
要
一
七
、
一
八
（
一
九
八
四
年
三
月
、
八
五
年
三
月
）
、
同
「
清
代
客

商
と
遠
隔
地
商
業
ー
乾
隆
十
四
年
の
海
難
資
料
を
中
心
に
ー
」
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
紀
要
二
二
（
一
九
八
九
年
三
月
）
。

(

5

)

『
國
朝
典
故
』
巻
六
十
二
、
前
聞
記
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
四

月
、
中
冊
、
一
四
一
五

i
―
四
一
六
頁
。

(

6

)

謝
国
禎
氏
編
『
明
代
社
会
経
済
史
料
選
編
』
中
冊
、
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九

八
0
年
―
二
月
、
一
三
八
頁
。

樽
衣
凌
氏
・
陳
支
平
氏
「
明
清
福
建
社
会
経
済
史
料
雑
抄
（
続
十
）
」
『
中
国

社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
八
八
年
第
三
期
、
一

0
五
頁
。

(

7

)

謝
国
禎
氏
編
『
明
代
社
会
経
済
史
料
選
編
』
中
冊
、
一
三
八
頁
。

(

8

)

松
浦
章
「
明
清
時
代
の
使
琉
球
封
舟
に
つ
い
て
」
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第

四
五
巻
第
二
号
、
四
五

l
八
四
頁
、
一
九
九
五
年
―
二
月
。

(

9

)

夫
馬
進
氏
編
『
使
琉
球
録
解
題
及
び
研
究
』
京
都
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究

室
、
一
九
九
八
年
三
月
。

(
1
0
)

陳
侃
か
ら
注
揖
ま
で
の
航
海
日
数
は
徐
裸
光
『
中
山
伝
信
録
』
に
よ
る
。
『
清

代
琉
球
紀
録
集
輯
』
台
湾
文
献
叢
刊
、
四
五

l
四
六
頁
参
照
。

(
1
1
)

『
清
代
琉
球
紀
録
集
輯
』
台
湾
文
献
叢
刊
、
二
五
ー
ニ
六
、
四
二

l
四
五
頁
参

照。

(

1

2

)

『
琉
球
國
志
略
』
台
湾
文
献
叢
刊
、
一
四
五
、
一
四
七
頁
参
照
。

(
1
3
)

『
清
代
琉
球
紀
録
集
輯
清
代
琉
球
紀
録
続
輯
』
台
湾
文
献
史
料
叢
刊
第
三

中
国
帆
船
の
航
海
記
録

一
五

一
九
八
二
年
七

輯
、
五
七
冊
、
一
五
五

i
一
六

0
、
ニ
ニ
八
ー
ニ
三
六
頁
。

(
1
4
)

向
達
氏
校
注
『
両
種
海
道
針
経
』
一
八
一
ー
一
九

0
頁。

(

1

5

)

向
達
氏
校
注
『
両
種
海
道
針
経
』
一
八
一
し
一
九

0
頁。

(
1
6
)

鄭
光
祖
『
一
斑
禄
』
海
王
祁
古
籍
叢
刊
、
中
国
書
店
、
一
九
九

0
年
一

0
月。

(
1
7
)

同
書
、
鄭
光
祖
『
一
斑
禄
雑
述
』
巻
一
、
一
六
丁

b
l
一
八
丁

a
0

(
1
8
)

松
浦
章
「
明
代
海
商
と
秀
吉
「
入
寇
大
明
」
の
情
報
」
『
末
永
先
生
米
寿
献
呈

論
文
集
』
一
九
八
五
年
。
松
下
志
朗
氏
「
鹿
児
島
藩
の
唐
通
事
に
つ
い
て
」
『
鎖

国
日
来
と
国
際
交
流
」
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
。

(

1

9

)

大
庭
脩
氏
編
著
『
宝
暦
三
年
八
丈
島
漂
着
南
京
船
資
料
』
関
西
大
学
出
版
部
、

一
九
八
五
年
三
月
。
田
中
謙
二
氏
•
松
浦
章
編
著
『
文
政
九
年
遠
州
漂
着
得
泰
船

資
料
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
八
六
年
三
月
。
松
浦
章
編
著
『
寛
政
元
年
土
佐

漂
着
安
利
船
資
料
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
三
月
。
同
『
文
化
五
年
土

佐
漂
着
江
南
商
船
郁
長
獲
資
料
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
三
月
。
大
庭

脩
氏
編
著
『
安
永
九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元
順
琥
資
料
』
関
西
大
学
出
版

部
、
一
九
九

0
年
三
月
。
藪
田
貫
氏
編
著
『
寛
政
十
二
年
遠
州
灘
漂
着
唐
船
萬
勝

琥
資
料
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
―
一
月
。

(

2

0

)

『
続
長
崎
実
録
大
成
』
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
四
年
―
一
月
、
一
九
九
頁
。
前

掲
藪
田
貫
氏
編
著
参
照
。

(

2

1

)

松
浦
章
「
十
八
ー
十
九
世
紀
に
お
け
る
南
西
諸
島
漂
着
中
国
帆
船
よ
り
見
た
清

代
航
運
業
の
一
側
面
」
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
十
六
、
同
「
江
南
商
船

の
琉
球
漂
着
ー
『
白
姓
官
話
を
中
心
に
』
ー
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
所
報
＝
―

六゚

(
2
2
)

松
浦
章
「
関
子
乾
隆
十
四
年
中
国
商
船
漂
到
琉
球
」
『
第
五
届
中
琉
歴
史
関
係

学
術
会
議
論
文
集
』
福
建
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
七
月
、
六
―
―
ー
六
二
六

頁。

(
2
3
)松
浦
章
「
十
八
—
十
九
世
紀
に
お
け
る
南
西
諸
島
漂
着
中
国
帆
船
よ
り
見
た
清

代
航
運
業
の
一
側
面
」
＝
二
頁
。

(

2

4

)

『
宮
中
楷
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
＿
輯
（
台
北
、
故
宮
博
物
院
、



月
）
ニ
ー
一
頁
。

(

2

5

)

台
湾
大
学
『
歴
代
賓
案
』
三
七

0
九
i-
――七一

0
、
三
七
一
五
、
三
七
一
―
―
―
―
―
ー

三
七
三
四
頁
。
松
浦
章
「
十
八
ー
十
九
世
紀
に
お
け
る
南
西
諸
島
漂
着
中
国
帆
船

よ
り
見
た
清
代
航
運
業
の
一
側
面
」
三
七
ー
三
八
、
七

0
ー
七
一
頁
参
照
。

(
2
6
)

故
宮
博
物
院
蔵
『
宮
中
楷
道
光
朝
奏
摺
』
第
二
輯
回
、
七
四
九
頁
、
「
琉
球
國

遣
護
送
廣
東
省
遭
風
難
来
閲
訳
訊
供
情
」
。

(

2

7

)

荘
吉
稜
氏
「
清
世
宗
禁
止
倫
渡
棗
湾
的
原
因
」
『
食
貨
月
刊
復
刊
』
第
十
一
二
巻

第
七
、
八
期
、
一
九
八
一
＿
一
年
―
一
月
。

(

2

8

)

『
宮
中
植
薙
正
朝
奏
摺
』
第
十
六
輯
、
九

01―＿頁。

(

2

9

)

『
恒
春
縣
志
憂
東
州
采
訪
冊
小
琉
球
漫
誌
（
合
訂
本
）
』
台
湾
文
献
史
料
叢
刊

第
一
輯
第
八
冊
、
台
湾
大
通
書
局
、
一
！
一
四
頁
。

(

3

0

)

『
台
湾
日
日
新
報
』
五
南
図
書
出
版
公
司
、
一
九
九
四
年
八
月
出
版
、
影
印
本

に
よ
る
。

(

3

1

)

『
備
辺
司
謄
録
』
第
九
冊
、
五
一
〇
ー
五
一
四
頁
。
松
浦
章
「
李
朝
漂
着
中
国

帆
船
の
「
問
情
別
単
」
に
つ
い
て

3
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第

一
七
輯
、
四
八
頁
。

(

3

2

)

中
国
第
一
歴
史
楢
案
館
編
『
清
代
中
朝
関
係
楷
案
史
料
続
編
』
中
国
楷
案
出
版

社
、
一
九
九
八
年
一
月
、
六
一
ー
六
二
頁
、
礼
部
尚
書
恭
阿
立
等
奏
摺
、
嘉
慶
一

四
年
三
月
二
八
日
。

(

3

3

)

『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
十
冊
、
七
四
三

i
七
四
七
頁
。
松
浦
章
「
李
朝
漂
着
中

国
帆
船
の
「
問
情
別
単
」
に
つ
い
て
出
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』

第
一
八
輯
、
五

0
頁。

(

3

4

)

『
清
季
中
日
韓
関
係
史
料
』
第
三
冊
所
収
。

(

3

5

)

松
浦
章
「
清
代
官
商
採
雛
洋
銅
雛
回
船
隻
」
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
四
十

三
巻
第
四
号
、
一
九
九
四
年
三
月
。

(

3

6

)

『
宮
中
楷
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
六
輯
、
台
北
・
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
一
二
年
八

月
、
六
五
五
ー
六
五
七
頁
。

(
3
7
)

松
浦
章
「
中
国
商
船
の
航
海
日
誌
ー
咸
豊
元
年
(
-
八
五
二
）
長
崎
来
航
、
豊

利
船
「
日
記
備
査
」
に
つ
い
て
ー
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
創
立
三
十
周

年
記
念
論
文
集
』
一
九
八
一
年
―
二
月
、
二
四
九
ー
三

0
四
頁
。
同
掲
載
の
『
日

記
備
査
』
は
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
の
『
近
代
史
資
料
』
総
六
十
一
号

（
一
九
八
六
年
七
月
）
に
「
豊
利
船
日
記
陳
吉
人
」
（
六

0
1八
五
頁
）
と
し

て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

(

3

8

)

影
印
本
第
五
冊
二
＝
―
-
―
-
頁
、
下
段
。

(

3

9

)

北
京
・
全
国
図
書
館
文
献
館
縮
微
復
制
中
心
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

(
4
0
)

松
浦
章
「
一
九
二

0
年
代
大
連
大
山
埠
頭
と
中
国
民
船
沿
海
貿
易
」
『
東
方
学

会
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
一
九
九
七
年
五
月
。

(

4

1

)

『
国
民
日
日
報
』
史
学
叢
書
一
九
、
一
四
五
ー
一
四
六
頁
。

(

4

2

)

中
国
地
方
志
集
成
、
郷
鎮
志
専
輯
二

0
、
一
四
九
頁
。

(

4

3

)

北
京
・
全
国
図
書
館
文
献
館
縮
微
復
制
中
心
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

(
4
4
)

（
4
5
)
北
京
・
全
国
図
書
館
文
献
館
縮
微
復
制
中
心
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る。

(

4

6

)

『
苗
栗
縣
誌
』
台
湾
方
誌
彙
刊
巻
十
、
台
湾
研
究
叢
刊
第
六
七
種
、
台
湾
銀
行

経
済
研
究
室
編
印
、
一
九
五
九
年
四
月
、
六
四
頁
。

一
六




